
重要事 項説明 書  [従 量電灯 ・e プラ ン（ A,kVA）、低 圧電 力・e プ ラン ] 

 

実施： ２０ ２ ３年 ９月 １日  

 

こ の 文 書 は 、 当 社 が お 客 さ ま に 電 気 を 販 売 す る 際 の 条 件 や 電 気 需 給 に 関 す る ご 契 約 に あ た り 、 ご 注 意 い た だ き た い 重 要 な 事 項 に つ い

てご説 明する もの です 。下記 の内容 を十 分に ご理解 いただ いた うえ 、お申 し込み くだ さい 。  

※各号 数は、 経済 産業 省の指 針で定 めら れた 契約時 にご説 明が 必要 な 25 項 目の号 数で す 。  

 なお 、記載 をし ない 第 2 号 、4 号 は取次 店 等の事 業者情 報と 連絡 先情報 になり ます 。  

 

１．最 重要事 項  

(1) 当 社の電 気需 給契 約は 、契約 期間 の定め がない 契約 で す 。契約 更新は ござい ませ ん。また 、お客 さま からの お申込 みを当 社が 承諾 し

たとき に成立 し、 供給 開始日 に契約 開始 とさ せてい ただき ます 。（ 第 16 号 、17 号 ）  

(2) 旧 一般電 気事 業者 （東京 電力エ ナジ ーパ ートナ ー株式 会社 等） の規制 料金（ 従量 電 灯 B 等 ）に は、燃 料 費調整 額に上 限が あり ます

が、当社 の電 気料金 に は 、燃料 費調 整額に 上 限はあ りませ ん。そ の ため、燃 料価 格が高 騰 し 、平均 燃料 価格が 129,300 円を 超え たと

き、当 社の電 気料 金の 方が高 くなる 場合 があ ります 。お申 込み の際 にはご 注意下 さい 。  

(3) 電 気 のご 使用 量 や ご請 求額 の 確認 は、 原 則、 当社 が 提供 する ウ ェブ サイ ト 「ウ ィズ 京 葉ガ ス」（以 下 、ウ ィ ズ京 葉ガ ス ）で 確認 し て

いただ きます 。ただ し 、ガスの 契約 がある 場 合は、ガ スの 検針票 に 電気の ご使用 量 (kWh)等の情 報の一 部を ご参 考とし て掲載 させ て

いただ きます 。  

(4) 当 社の電 気需 給約 款や電 気料金 プラ ン定 義書 等 の変更 を行 う場 合は 、原則 、紙面以 外 の方法（イ ンタ ーネッ ト上で の お知 らせ 、電 子

メール の送信 によ るお 知らせ、その他 当社 が 適当と 判断し た方 法 ）でお知 らせを 行い ます ので、あ らかじ め、ご 承諾し ていた だき ま

す。な お、電 気需 給約 款第 4 条等に 記載 され ている 「書面 交付 」と は、電 気需給 約款 等の 変更等 を通知 する こと を意味 します 。  

 

２．小 売電気 事業 者の 基本情 報 （第 １号 、３ 号）  

事業者 名： 京葉瓦 斯 株式会 社  代 表者 名：  取締役 社長  社長 執 行役員  江口  孝  

登録番 号： Ａ０１ ６ １     住    所：  千葉県 市川 市市川 南 ２丁目 ８番８ 号  

問合せ 先： 京葉ガ ス お客さ まコン タク トセ ンター (047-361-0211)  

<受付時間 ＞月 曜日～ 土曜日  9:00～ 19:00  <休 業 日＞ 日曜日 、祝日 、年末 年始 （ 12 月 30 日 ～１ 月３日 等）  

 

３．お 申し込 み方 法（ 第５号 ）  

お客さ まは、原則、当 社のホ ームペ ージ によ り ご契 約のお 申込 みを してい ただき ます。た だし、当 社営業 箇所 等 がご提 案する お客 さま

は、こ の限り では あり ません 。  

 

４．供 給開始 予定 日 （ 第６号 ）  

(1) 他 の小売 電気 事業 者から 当社に ご契 約を 切り替 える 場 合の 供給 開始予 定日は 、原 則、 以下の ①また は② の と おりと なりま す。  

なお、 供給開 始予 定日 は、契 約手続 きが 完了 した後 、当社 所定 の方 法でお 客さま にお 知ら せいた します 。  

①  ス マート メー ター が設置 されて いな い場 合  

お申込 み後、 契約 手続 き等が 完了し た日 から 起算し て８営 業日 に２ 暦日を 加えた 日以 降に 到来す る最初 の電 気の 計量日  

②  ス マート メー ター が設置 されて いる 場合  

お申し 込み後 、契 約手 続き等 が完了 した 日か ら起算 して１ 営業 日に ２暦日 を加え た日 以降 に到来 する最 初の 電気 の 計量 日  

※  供 給開始 日は 指定 できま せん 。また 、お 申込み 時 にい ただ いた 情報に あやま り等 があ った と きは 、契約 手続 き完了 までに 時間 を

要する ことが ござ いま す。  

(2) お 引越し 等に とも なう お 申込み の供 給 開 始予定 日は、 原則 、お 客 さま がご希 望さ れる 日とな ります 。  

(3) お 客さま が引 越し 先等で いずれ の小 売電 気事業 者とも 契約 せず 、電気 の使 用を開 始し た後、当社 にお申 込み をされ た場合 、電 気の 使

用を開 始した 日を 供給 開始日 としま す。  

 

５．料 金表（ 第７ 号）  

項  目  料金単 価（ 税込） 

基本料 金  

従量電 灯 ・e プラ ン

（A,kVA）  

契約電 流 10A につき  295.24 円  

契約容量 1kVA に つき  295.24 円  

低圧電 力 ・e プラ ン  契約電 力 1kW につ き  1,081.54 円  

電力量 料金  

(従量電 灯・e プラン

(A,kVA)) 

最初の 120kWh まで  31.50 円/kWh 

120kWh～300kWh ま で  38.10 円/kWh 

300kWh を超 える  40.16 円/kWh 

電力量 料金  

(低圧電 力・e プ ラン) 

夏季  28.99 円/kWh 

その他 季  27.42 円/kWh 

  ※ その他 の料 金単 価や プ ランの 詳細 は、 電気料 金プラ ン定 義書 をご確 認願い ます 。  

電気料 金プラ ン定 義書 は、 当 社ホー ムペ ージ でもご 確認い ただ けま す。  

   https://www.keiyogas.co.jp/denki/ryoukin.html?anchor=yakkan  

 



６．設 備工事 費用 等 （ 第８号 、９号 ）  

(1) 電 力量計 や引 込線 の位置 替え等 によ り、東京電 力パワ ーグ リッ ド株式 会社（以 下、送 配電事 業者 ）よ り当社 が工事 費負担 金の 請求 を

受けた 場合、当 社は、請求を 受けた 工事 負担 金と同 額を お 客さ まに ご請求 させて いた だき ます。ま た、工 事負担 金は工 事の着 手前 に

お支払 いいた だき ます 。  

(2) お 客 さ ま が 電 力 量 計 の 設 置 を 伴 う 電 気 設 備 の 新 設 工 事 や 電 力 量 計 の 交 換 や 引 込 線 の 入 れ 替 え を 伴 う 契 約 電 力 の 増 変 等 を お こ な っ た

とき、そ の日以 降、１ 年以内 にその 設備 を撤 去され る場合 や、さ ら に電力 量計 の 交換 を伴 う契約 電力等 の減 変を される 場合、送 配電

事業者 が定め る託 送供 給等約 款 (以 下、託 送 約款 )に 従い 、当社 は ご契約 の解約 日ま たは 、契約の 変更 の日に 当 社が送 配電事 業者 に支

払うべ き金額 をお 客さ まに精 算して いた だき ます。  

(3) 当 社は、お客 さま が電気 設備の 不正 な改 変等を おこな った こと によっ て、当 社が被 っ た不利 益や損 失を 違約 金とし てお客 さま にご 請

求させ ていた だき ます 。  

 

７．割 引料金 等 （ 第 10 号 ）  

当社は 、各電 気料 金プ ランの いくつ かに 割引 を設定 してい ます 。割 引の 詳 細や条 件は 、電 気料金 プラン 定義 書を ご確認 願いま す。  

電気料 金プラ ン定 義書 は、当 社ホー ムペ ージ でもご 確認い ただ けま す。  

https://www.keiyogas.co.jp/denki/ryoukin.html?anchor=yakkan  

 

８．契 約電力 、契 約電 流の決 定方法 （第 11 号）  

(1) 電 気料金 プラ ンや 契約容 量（Ａ、ｋ ＶＡ 、ｋＷ）は、原則、お 客さま からお 申込 みい ただい た内容 をも とに 決定さ せてい ただ きま す

が、お 申込み 内容 と送 配電事 業者に 登録 され ている 情報 が 異な る場 合は、 以下の よう にさ せてい ただき ます 。  

  な お、電 気の 使用 開始と 同時 に 契約 容量 等の変 更 のお 申し 込み はでき ません 。  

  ①  他 社 か ら の 電 気 の 契 約 の 切 り 替 え の 場 合 は 、 原 則 、 現 在 ご 契 約 中 の 小 売 電 気 事 業 者 と の 契 約 終 了 時 点 の 契 約 容 量 等 の 値 と し ま

す。  

  ②  お引 越し （転 入）の 場合 は 、原 則、 供給開 始時点 でご 使用 場所ご とに設 定さ れて いる契 約容量 等の 値と します 。  

  ③  当 社 の 他 の 契 約 種 別 の 電 気 需 給 契 約 か ら の 切 替 え の 場 合 は 、 原 則 、 他 の 契 約 種 別 の 電 気 需 給 契 約 終 了 時 点 の 契 約 容 量 等 の 値 を

引き継 ぐもの とし ます 。  

(2) (1)の方 法 に よ っ て 決 定で き な い 場 合 は 、1 年 間 を 通じ て の 最 大 の 負荷 を 基 準 と し て 、 お 客さ ま か ら お 申 し 出 い ただ く 契 約 容 量 等の

値、ま たは、 需給 開始 時点で ご使用 場所 ごと に設定 されて いる 契約 容量の 値等を 踏ま えて 当社が 決定い たし ます 。  

なお、 契約容 量の 値等 の確認 が取れ なか った 場合は 、当社 が別 途定 める方 法によ り決 定い たしま す。  

 

９．供 給電圧 およ び周 波数（ 第 12 号 ）  

当社が 供給す る電 気の 供給標 準電圧 は 、単相 １００ Ｖ、単相 １００ Ｖおよ び２０ ０Ｖ 、３ 相２０ ０Ｖの いず れか となり ます 。ま た、標

準周波 数は５ ０ Hz と なりま す。  

 

10．電気 ご使 用量の 計 量方法 および 電気 料金 の計算 方法（ 第 13 号 ）  

(1) 当 社は 、送配 電事 業者が 計量し た電 気使 用量を 計量日 以降 に受 領し、その 値に基 づき 、当社 の約 款等 に 従っ て電気 料金を 計算 いた し

ます。 詳細は 、当 社の 電気需 給約款 、電 気料 金プラ ン定義 書を ご確 認くだ さい。  

(2) 当 社は 、供 給開始 の初月 、ま たは 契約を 解約さ れる月 にお いて 、対 象の 計 量期 間(日 数)が３ ０日 を下回 る 場合 は 、当 社の 約款等 にも

とづき 、電気 料金 を日 割計算 いたし ます 。  

 

11．電気 料金 のお支 払 い方法 （第 14 号）  

(1) 電 気料金 は、 原則 として ガス料 金と 同一 の方法 で合算 して お支 払いい ただき ます 。  

(2) 同 一の方 法と は、ご指定 口座か らの 口座 振替、クレ ジット カー ドで の お支払 いの こと をいい ます 。ガス 料金 を払込 用紙で お支 払い い

ただい ている 場合 には 、原則 、口座 振替 払い または クレジ ット カー ド払い にお支 払い 方法 を変更 してい ただ きま す。  

(3) 電 気料金 のご 請求 は、原 則 、電気 料金 の ご請求 額が確 定し た後 、直近 に到 来する ガス の検針 結果で 算定 する ガス料 金と合 算し てご 請

求いた します 。  

(4) お 客さま のガ スの 検針日 と電気 の 計 量日（検 針日 ）が 近接し て おり 、電気 料金 の確定 がガス 料金と の合 算に 間に合 わない 場合 、電 気

料金を 合算せ ず 、ガス 料金の みでご 請求 させ ていた だく月 が発 生い たしま す。また 、こ の 場合 、合算 で き なかっ た電気 料金は 、翌月

以降の ガス料 金に 合算 してご 請求さ せて いた だきま す。  

(5) (4)の 事 例 が 発 生 し た 場 合 、 翌 月 以 降 のガ ス 料 金 に 複 数 月 分 の電 気 料 金 を 合 算 し な いよ う 、 翌 月 以 降 の 電 気料 金 の ご 請 求 時 期 を 調 整

いたし ます 。ただ し、ご契約 を解約 され る場 合、精 算時 に複数 月分 と最終 月の電 気料 金を 合算し てご請 求さ せて いただ くこと があ り

ます。  

(6) 従 来のク レジ ット カード 払いと 同様 にカ ード会 社の締 め日 との 関係等 により 、合算し た料金 を複数 月分 、ま とめて 1 度に お支 払い い

ただく 場合や 請求 がな い月が 発生す る場 合が ありま す。  

 

12．託送 約款 の遵守 に 関する お客さ まへ のご 協力の お願い （第 15 号）  

当社と 電気の 需給 契約 をして いただ く場 合、お客さ まには 託送 約款 に規定 された 事項 を遵 守して いただ きま す。また、当社 もしく は送

配電事 業者か ら以 下の 事項 に ついて 、 ご 協力 をお願 いする 場合 があ ります 。  

(1) お 客さま の承 諾を 得たう えで、 当社 また は送配 電事業 者が 必要 な業務 のため に実 施す るお客 さまの 土地 ・建 物への 立ち入 り  

(2) お 客 さ ま の 電 気 の ご 利 用 に よ り 他 者 の 電 気 の 使 用 を 妨 害 す る 恐 れ が あ る 、 ま た は 送 配 電 事 業 者 の 電 気 工 作 物 に 支 障 を 及 ぼ す 恐 れ が



ある場 合、電 気の 品質 の維持 ・改善 のた めに 必要な 装置・ 設備 の設 置  

(3) 送 配電事 業者 が所 有する 供給設 備の 故障・点 検・修繕・変 更そ の他 、工事 上や むを得 ない場 合、また は電気 の需給 および 保安 上の 必

要があ る場合 に送 配電 事業者 が実施 する 停電 （お客 さまの 電気 の使 用の中 止また は制 限）  

(4) 電 気工作 物に 異常 もしく は故障 があ る場 合やそ の恐れ があ る場 合、ま た はお 客さま が 電気工 作物の 変更 の工 事を行 い、そ の工事 が 完

成した 場合の その 旨の 通知  

(5) お 客さま の電 気の ご利用 に際し 、送 配電 事業者 が所有 する 供給 設備の 工事お よび 維持 のため 必要な 用 地 の確 保  

 

13．お客 さま からの お 申し出 による 契約 の変 更また は解約 （第 18 号）  

(1) 契 約の変 更や お引 越し (転 居)にとも なう 解約は 、当社 のお 問合 わせ先 までご 連絡 いた だき、 解約希 望日 をお 知らせ くださ い。  

(2) 原 則、契約 容量等 を新た に設定 もし くは 変更し た後の 計量 日か ら 1 年 目の日 が属 する 月の計 量日ま で 、契約 容量等 を変更 する こと は

できま せん。 電気 料金 プラン の変更 も同 様と します。（第 19 号）  

(3) ご 契約の 解約 にと もなう 違約金 は、 原則 、発生 いたし ませ ん。（第 20 号）  

(4) お 客さま から 実際 に使用 を廃止 した 日以 降に解 約の ご 連絡 をい ただい た場合 は、原 則 、その ご 連絡 を受け た 日を解 約日と させ てい た

だきま す。  

(5) 他 の小売 電気 事業 者への 契約切 替え にと もなう 解約は 、原則 、当社へ のご連 絡は 必要 ありま せん 。た だし 、規制料 金に切 り替 える 場

合、当 社に切 替日 をご 連絡い ただく 必要 がご ざいま す。（ 第 21 号 ）  

 

14．当社 から の契約 の 変更お よび解 約（ 第 22 号 ）  

(1) 託 送約款 や関 係法 令・条例・規 則等の 改 正、あるい は社 会的経 済的に 当社に 大き な影 響を及 ぼす事 象の 発生 、そ の他 、当 社が必 要 と

判断し た場合、約款 等 を変更 する場 合が あり ます。そ の場合 、あら かじめ、変更後 の約 款 等と変 更の効 力発 生日 を一定 期間当 社の ホ

ームペ ージに 掲載 する ことで お知ら せい たし ます。  

(2) 当 社は 、以 下の事 象が発 生した 場合 、原 則、お客さ まと の電気 需給契 約 を解 約さ せて いただ きます 。また 、②の規 定に該 当す る場 合

を除き 、原則 、事 前に その旨 をお客 さま にお 知らせ します 。  

①  お 客さま が次 のい ずれか に該当 する 場合  

a.電気 料金の 支払 期日 を経過 して も 、料 金を お支払 いいた だけ ない 場合  

b.当社 との他 の契 約 (既に消 滅して いる もの を含む )にお ける債 務 を期日 までに 履行 しな い場合  

c.約款 等に よって お支 払いい ただく こと が必 要とな った電 気料 金以 外の債 務 (延 滞利息 や 工事費 負担金 等 )を 履 行しな い場合  

d.電気を 使用す る需 要 場所に おいて 、当 社と のガス 使用契 約が 解約 となっ た場合  

e.電気 料金を 口座 振替 または クレジ ット カー ドでお 支払い いた だけ ない場 合  

②  お 客 さ ま が 引 越 し 等 の 理 由 に よ り 、 電 気 需 給 契 約 を 解 約 す る 旨 を 当 社 に 伝 え ず に そ の 需 要 場 所 か ら 移 転 し 、 需 要 場 所 で 電 気 を

使用し ていな いこ とが 明らか な場合  

③  お 客さま の責 めと なる理 由等に より 、送 配電事 業者が 託送 供給 を停止 した場 合、 また はその 恐れが ある 事実 が判明 した場 合  

④  お 客さま が約 款等 、託送 約款ま たは 関連 法令・ 条例・ 規則 等に 反した 場合  

 

15．電源 構成 （第 23 号）  

 当社 がお客 さま に供 給する 電源の 構成 は、 当社ホ ームペ ージ をご 確認願 います 。  

 https://www.keiyogas.co.jp/denki/qa.html  

 

16．電気 の使 用方法 の 制限（ 第 24 号 ）  

当社の 低圧電 力契 約を する場 合、契約 電気を 変圧器 もしく は発 電設 備等を 介して 、電灯ま たは小 型機器 に使 用 す ること はでき ませ ん。

使用が 発覚し た場 合は 、契約 を解約 させ てい ただき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17．その 他（ 第 25 号 ）  

 

●お申 込みの 承諾 の制 限  

当社は 、以下 に該 当す るお客 さまか らお 申し 込みを いただ いた 場合 、お申 し込み を承 諾し ないこ とがあ りま す。  

(1) ガ ス料金 や電 気料 金等、お 客さ まが当 社 に支払 うべき 料金 を支 払期日 が過ぎ ても お支 払いい ただけ てい ない 場合、ま たは 支払期 日 が

過ぎて からお 支払 いい ただい たこと があ る場 合  

(2) 現 在、当 社の ガス をご使 用され てい ない 場合  

(3) 電 気のご 使用 場所 とガス のご使 用場 所が 同じ場 合であ って、電 気料金 をガス 料金 と合 算し、同 一の 方法で 支 払うこ とにご 了承 いた だ

けない 場合  

(4) お 引越 し 等 に と も な い 、 引越 し 先 等 に お い て も (3)の規 定 と 同 様 に 電 気 料 金 を ガ ス 料 金 と 合 算し 、 同 一 の 方 法 で 支 払う こ と に ご 了 承

いただ けない 場合  

(5) 現 在、ガ ス料 金を 払込用 紙でお 支払 いい ただい ている 場合 であ って、そ のお 支払い 方 法を口 座振替 また はク レジッ トカー ド払 いに 変

更して 支払う こと にご 了承い ただけ ない 場合  

(6) お 引越し 等に とも ない、新 たに 電気需 給 契約と ガス使 用契 約を お申し 込みい ただ く場 合であ って、電気料 金 とガス 料金を 口座 振替 ま

たはク レジッ トカ ード で支払 うこと にご 了承 いただ けない 場合  

(7) 口 座振替 また はク レジッ トカー ド払 いの 手続き が完了 して いな い 場合  

(8) 同 一のご 使用 場所 または 複数の ご使 用場 所 にお いて、 繰り 返し 、契約 のお申 込み と解 約をご 希望さ れる 場合  

(9) 他 の小売 電気 事業 者への スイッ チン グを 除き、お客 さまが 当社 との契 約を解 約し た後 、１年 以内 に再び 、当 社との ご契約 を希 望さ れ

る場合  

 

●他の 小売電 気事 業者 （現在 の電力 会社 ）か らの当 社への 契約 の切 替え  

他 の 小 売 電 気 事 業 者 か ら 当 社 の 電 気 に 切 り 替 え る 際 、 他 の 小 売 電 気 事 業 者 と の 契 約 条 件 に よ り 、 お 客 さ ま に 解 約 金 等 の 不 利 益 事 項 が

発生す る場合 があ りま す。当 社との ご契 約の 前に他 の小売 電気 事業 者との 契約内 容を 十分 にご確 認くだ さい 。  

 

●付帯 サービ スの 適用  

当社は 、電 気の契 約条 件によ り、お客さ まに 当社ま たは当 社が 委託 するサ ービス 提供 会社 による 付帯サ ービ スを 提供 し ます 。お客 さま

が付帯 サービ スを 利用 される 場合は 、別 に 定 める規 約に従 って いた だきま す。付 帯サー ビ スの規 約およ び内 容（ 適用条 件、適 用期間 等 ）

は、当社 ホー ムペー ジ 等にて ご確認 くだ さい 。なお、当 社ホ ームペ ージ等 で事前 にお 知ら せする ことに より、お 客さま の承諾 なく 付帯 サ

ービス の内容 の変 更や サービ ス自体 を終 了す ること があり ます 。  

Ａ．で んきの あん しん サポー トサー ビス  

本サー ビスの 規約 およ び詳細 につい ては 、当 社ホー ムペー ジを ご確 認くだ さい。  

 https://www.keiyogas.co.jp/denki/support.html  

Ｂ．ウ ィズ京 葉ガ ス  

ウィズ 京葉ガ スの 規約 および 詳細に つい ては 、当社 ホーム ペー ジ等 を ご確 認くだ さい 。  

 https://www.keiyogas.co.jp/service/with/  

 

●お客 さま情 報の 取扱 いにつ いて  

本業務 機会を 通じ てお 客さま より取 得す る個 人情報 は、当社の プラ イバシ ーポリ シー に従 って利 用いた しま す。なお、プラ イバシ ーポ

リシー の詳細 は、 当社 ホーム ページ 等で ご確 認くだ さい。 https://www.keiyogas.co.jp/policy.html  

 

●契約 解除 (クー リン グオフ ※)につい て  

(1) 当 社また は当 社の 代理店 等から の勧 誘を 受けて お申し 込み され た場 合 、お客 さま が本 書面を 当社か ら受 領し た日か ら起算 して  

８日を 経過す る日 まで の間は 、書面 また は電 磁的記 録によ り無 条件 に契約 のお申 し込 みの 撤回ま たは契 約の 解除 ができ ます。  

(2) ク ーリン グオ フの 効力は 、お客 さま が書 面を発 信した とき (郵 便消印 日付)または 電 磁的記 録を発 信し たと きから 生じま す。  

書面の 場合は 、当 社宛 てに郵 送（簡 易書 留扱 いが確 実です 。）し て いただ き、電 磁的 記録 の場合 は、当 社ホ ーム ページ の  

「イン ターネ ット お客 さま窓 口」を ご利 用く ださい 。  

(3) 発 信する 書面 また は電磁 的記録 には 以下 の内容 をご記 載く ださ い。  

①  お 客さま ご住 所・ お名前 (漢字 および カ ナ )・お 電話 番号  

②  ク ーリン グオ フの お申し 出年月 日  

③  お 申し込 みを 撤回 または 契約を 解除 する 内容  

(例：「 電気需 給契 約申 込」ま たは「 電気 需給 契約」 ) 

④  ③ のお申 し込 みを 撤回ま たは契 約を 解除 する意 向  

(例：「 電気需 給契 約申 込を撤 回しま す」 また は「電 気需給 契約 を 解 除しま す」) 

(4) ク ーリン グオ フに お申し 出いた だい た場 合、お 客さま は、 損害 賠償ま たは違 約金 を支 払う必 要はな く、 当該 契約に もとづ き  

既に電 気が供 給さ れて いた場 合にお いて も、 当該電 気の供 給に 係る 対価、 その他 の金 銭を 支払う 必要は あり ませ ん。  

(5) お 客さま がク ーリ ングオ フによ り契 約を 解除さ れると 無契 約状 態と な り、そ の状 態が 継続し た場合 は送 配電 事業者 により 、  

電気の 供給が 停止 され る恐れ があり ます ので 、当社 の新た な電 気需 給契約 または 他の 小売 電気事 業者 と 契約 いた だく必 要が  

ありま す。  

   ※「特 定商取 引 に関す る法律 」の適 用 を受け て、お 客さま が 当該お 申込み の撤 回、または 当該契 約の 解除 を行う ことを いい ます 。  


